
◎地方税法の一部を改正する法律 
（平成一九年三月三〇日法律第四号）   

一、提案理由（平成一九年二月二二日・衆議院総務委員会） 

○菅国務大臣 地方税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容

の概要を御説明申し上げます。 

 最近における社会経済情勢等にかんがみ、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に対す

る税率の特例措置の適用期限の延長、高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額措

置の創設、電気自動車等の低公害車に係る自動車取得税の税率の特例措置の見直しを行

うとともに、非課税等特別措置の整理合理化を行うほか、信託法の制定に伴う所要の規

定の整備等を行う必要があります。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 その一は、個人住民税の改正であります。上場株式等の配当等に係る都道府県民税配

当割及び上場株式等の譲渡所得等に係る都道府県民税株式等譲渡所得割等に係る税率を

軽減する特例措置の適用期限を一年延長することとしております。 

 その二は、固定資産税の改正であります。高齢者等が居住する既存住宅について、平

成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に、一定のバリアフリー改修

工事を行った場合、翌年度分の固定資産税を三分の一減額することとしております。 

 その三は、自動車取得税の改正であります。電気自動車等の低公害車に係る自動車取

得税の税率の特例措置について、より環境負荷の小さい自動車に重点化するなど所要の

見直しを行った上、適用期限を二年延長することとしております。 

 その他、非課税等特別措置の整理合理化を行うとともに、信託法の制定に伴う新たな

類型の信託等に対応するため、所要の規定の整備等を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

二、衆議院総務委員長報告（平成一九年三月六日） 

○佐藤勉君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、総務委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、両案の要旨について申し上げます。 

 地方税法の一部を改正する法律案は、高齢者等が居住する住宅のバリアフリー改修に

係る固定資産税の減額措置の創設、テレワーク設備に係る固定資産税の課税標準の特例

措置の創設等、所要の措置を講じようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 両案は、去る二月二十日本委員会に付託され、同月二十二日菅総務大臣から提案理由

の説明を聴取し、同月二十七日、三月一日及び二日質疑を行い、これを終局いたしまし

た。質疑終局後、採決いたしましたところ、いずれも原案のとおり可決すべきものと決

しました。 



 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院総務委員長報告（平成一九年三月二三日） 

○山内俊夫君 ただいま議題となりました日程第一及び日程第二の両法律案につきまし

て、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、去る二十日に質疑、採決が行われました地方税法の一部を改正する法律案は、

上場株式等の配当及び譲渡益に係る軽減税率の適用期限の延長、住宅のバリアフリー改

修に係る固定資産税の特例措置の創設、電気自動車等の低公害車に係る自動車取得税の

特例措置の見直しと延長を行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化、信託法の制

定に伴う所要の規定の整備等を行おうとするものであります。 

 委員会におきましては、地方団体間の税収格差を縮小するための施策、地方への税源

移譲を円滑に行う必要性とその意義、上場株式等の配当等に係る軽減税率の特例を延長

する理由、バリアフリー特例措置を持家居住者に限定した理由、昨年の法改正に対する

附帯決議の実施状況等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して吉川春子委員、社会

民主党・護憲連合を代表して又市征治委員より、それぞれ反対する旨の意見が述べられ

ました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し、三項目から成る附帯決議が付されております。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一九年三月二〇日） 

 政府は、国民がゆとりと豊かさを実感できる個性と活力に満ちた地域主権型社会への

転換を図ることができるよう、次の事項についてその実現に努めるべきである。 

一、地方税は地方公共団体の重要な自主財源であることにかんがみ、地方分権改革の進

展に対応し、課税自主権を尊重しつつ、地方が自らの判断と財源によって創意工夫に富

んだ地域づくりを行えるよう、地方における歳出規模と地方税収入との乖離を縮小する

観点から、当面、国と地方の税収比一対一を実現することを目指し、地方税源の拡充強

化を図ること。 

二、地方への税源移譲については、税源偏在の少ない安定的な地方税体系を確立する方

向で今後も改革を進め、地方公共団体の裁量権・自主判断権を拡充するとともに、適正

な徴収を確保するための体制整備に努めること。また、国から地方への三兆円の税源移

譲については、円滑に行われるよう納税義務者に対する周知・広報活動に努め、その理

解と協力が得られるようにすること。 

三、税制の簡素化、税負担の公平化を図るため、非課税等特別措置について引き続き見

直しを行い、一層の整理合理化等を推進すること。 



  右決議する。 


